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■大阪市内在住・在学・在勤の方が対象です。（その他の対象は各セミナーの
詳細をご覧ください）

■一時保育が付いているセミナーで一時保育を希望される方は、事前申込が必
要ですので、子どもの名前（ふりがな）・生年月（西暦○年○月生まれ）をお知
らせください。保育人数には定員があります。
■手話通訳があるセミナーで手話通訳が必要な方は、申込の際にその旨をお書
きください。

セミナーの申込方法セミナーの申込方法

※子育て館のみ保育料無料

チャレンジ！ パパ＆子どもでハート＆ボディをきたえよう！
●日時 3/14（日）13:00 ～16:15 ●定員 10組 20人（申込先着順）
●対象小学生とその男性保護者（父親、祖父）

傷ついた少女たちの現状と課題
～つながりを絶たないために～ 
（会場受講＆オンライン）
●日時 2/28（日）14:00 ～15:30
コロナ禍で、家庭や限られた人間関係の中で暴力を受け、誰にも相談
できずに孤立している若年女性は少なくありません。どのような支援が
必要かを考えます。
●講師 牧田 史（(一社)若草プロジェクト理事・弁護士）
●対象 テーマに関心のある方  
●定員 40 名、オンライン 30名（申込先着順）

女性のための防災教室
～今、災害が起こったら？　コロナ禍の支え合い防災～
●日時 3/10（水）10:00 ～12:00 ●定員 20 名（申込先着順）
●対象テーマに関心のある女性

1歳～就学前
申込締切 2/28

児童虐待防止のために～大阪の現状を知る～
●日時 3/11（木）10:30 ～12:00
大阪市での児童虐待の事例から、地域住民として私たちが児童虐待防止
のために今できることを考えます。
●講師 神田 眞知子（認定NPO法人児童虐待防止協会）
●対象 テーマに関心のある方　●定員 20 名（申込先着順）

一時保育マーク
(一時保育あり・要申込 )

オンライン
マーク

手話通訳マーク
(手話通訳あり・要申込 )

申込締切 2/28

3 か月～小 3
申込締切 3/1 申込締切 3/1

～家族にかかわる法律講座～ 
親の終活・自分の終活
●日時 3/26（金）14:00 ～16:00
●対象 どなたでも　●定員 30 名（申込先着順）

3か月～小 3
申込締切 3/16 申込締切 3/16

1 歳～小 3
申込締切 2/25 申込締切 2/25

1 歳～就学前
申込締切 3/10 申込締切 3/10

ニュースを読む 
～コロナ禍の中「新しい日常」を生き抜くために～
●日時 3/6（土）14:00 ～15:30
●対象 テーマに関心のある方　●定員 30 名（申込先着順）

3か月～小 3
申込締切 2/24 申込締切 2/24

SDGｓ’LABO2021わかものアイデアコンテスト
（会場受講＆オンライン）
●日時 3/21（日）13:30 ～16:30 ※3/13（土）14：00～15：00
接続確認プレセミナー（オンライン）実施（要申込）
「自分達の住むまちを自分達のアイデアで変える！」をコンセプトに、
10代～20代の学生がSDGｓの課題解決をめざすアイデアコンテストです。
SDGsは国連の持続可能な開発目標です。
●対象 テーマに関心のある方
●定員 30 名、オンライン 100 名（申込先着順）

おうち防災② サバイバルスキルで防災ピクニック®（会場受講＆オンライン）
●日時 3/13（土）10:00 ～13:00 ※3/6（土）10：00～11：00接続確認
プレセミナー（オンライン）実施（要申込）　●対象テーマに関心のある方
●定員 15 名、オンライン 50名（申込先着順）

おひとりさま終活② スッキリ整理術でハッピーライフ！（会場受講＆オンライン）
●日時 3/6（土）14:00 ～15:30 ※2/27（土）14：00～15：00接続確認
プレセミナー（オンライン）実施（要申込）　●対象テーマに関心のある方
●定員 15 名、オンライン 50名（申込先着順）

離婚！後悔と誤算は少なめに～知っておきたい法知識～
●日時 3/7（日）①13:00 ～15:00　②15:15 ～17:15
①離婚の流れと法知識　②離婚で問題になる「お金」の話
●講師 松井 圭子（弁護士）　●対象 現在、離婚を考えている女性
●定員 各回 30名（申込先着順）

働く場におけるハラスメント
●日時 3/20（土）10:00 ～12:00
2020年6月に「パワハラ防止法」が施行されました。セクハラ、パワハラ等
の最新事例から、誰もがいきいきと働きやすい職場環境を考えます。
●講師 小田 幸子（社会保険労務士法人ティムス共同代表）
●対象 どなたでも　●定員 20 名（申込先着順）

クレオ大阪西
くわしくはこちら→

西専用

クレオ大阪南
くわしくはこちら→

南専用

クレオ大阪東
くわしくはこちら→

東専用

クレオ大阪中央
くわしくはこちら→

中央専用

クレオ大阪子育て館
くわしくはこちら→

子育て館
専用

セミナー会場のクレオ大阪にお申し込みください。

電話・来館で申込

h t t p : / / www . c r e o - o s a k a . o r . j p
クレオ大阪ホームページに掲載の各クレオ大阪の「主催講座・セミナー」
からお申込みください。

ホームページから申込

セミナー名、郵便番号、住所、名前（ふりがな）、性別、年齢、電話番号およ
びファックス番号を明記し、セミナー会場のクレオ大阪にファックスして
ください。ファックス１枚につき、1名・1セミナーの受付となります。

FAX（ファックス）から申込

～3歳未満

3歳0か月～就学前

子どもの年齢 保育料
（子ども1人1回あたり）

800 円

500円
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ILO190号条約と2020年度
大阪市ハラスメント調査結果

　ILO（国際労働機関）創立から100年

目の2019年に、仕事の世界における暴

力・ハラスメントの撤廃をめざす条約

（ILO190号）が採択されました。仕事

の世界における暴力とハラスメントは

人権侵害であり、働く機会の均等を脅

かし、働きがいのある人間らしい仕事

（ディーセント・ワーク）を損います。

　ハラスメントによる人権侵害は身体

的な暴力だけではありません。無視や

言葉による虐待など心理的なストレス

を与えるという嫌がらせ、もちろんセ

クシュアル・ハラスメント（以下セクハ

ラ）、パワーハラスメント（以下パワハ

ラ）やストーカー行為も含まれます。条

文には、「ジェンダーに基づく暴力」（第

１条）や「女性労働者および仕事の世界

における暴力」（第６条）と、ジェンダー

や女性に向けられるハラスメントにつ

いて明記されています。

日本はILO190号条約に批准はし

ていませんが、2020年にはパワハラ

に代表される多様なハラスメントに

対応できる「仕事の世界の暴力及びハ

ラスメントの撤廃」に関する国内法

（パワハラ防止法）が成立し、パワハラ

防止のための対応が企業に義務づけ

られました。同年6月にはまず従業員

300人以上の企業、2022年4月からは

中小企業がその対象となります。

企業に求められるのは、①パワハラ

防止の社内方針の明確化、②その周知・

啓発を行う、③パワハラに関連する苦

情等に対する相談体制の整備、そして、

④労働者の被害が生ずることがあれ

ば、労働者へのケアや再発防止の義務

付け、です。

　罰則規定はありません。ただ、罰則に

かわる対応としてパワハラが常態化し

て改善が見られない企業については、

企業名が公表されることが決定してい

ます。

では、パワハラをはじめとするハラス

メントは今どのような実態でしょうか。

2020年大阪市が行ったハラスメント調

査結果からその実態を見てみましょう。

調査では身体的なものからそれ以外の

形も含めた多様なタイプのパワハラに

加えて、セクハラ等、他のハラスメントも

合わせて調査対象としています。

　調査のデータ（下図）によると仕事に

おいてハラスメントを受けたことがあ

る人は 5 人に 1 人です。男性が女性よ

り少し多くなっています。職場でハラス

メントを見たり聞いたりしたことがあ

る人も男性の比率が高く 4 人に 1 人で

す。そして、ハラスメントをしたことが

ある（したとみなされた）人は 10人に

1人以下です。

この調査結果は、仕事の世界のハラ

スメントは滅多に起こらないことでは

なく、むしろ誰もが直面する可能性が十

分にあることをはっきりと示していま

す。ただ、厚労省（2016 年）のパワハラ

調査では、3人に1人であることと比べ

ると大阪の結果は低いといえます。

　調査することによって、ハラスメン

ト発生の現実を私たちは知ることがで

きます。どれくらいの頻度で遭遇する

のか、そのデータを知らないと「そんな

こともある」とか「運が悪い」あるいは

「自分の落ち度が原因である」等と放置

し解決をあきらめがちです。しかし、ハ

ラスメントが何かを知ったら、その原

因を明らかにして解決の道筋を求める

ことができます。

　2019 年 ILO190号条約によって、ど

のような働き方をしていても「誰一人取

り残さない」という包摂性の理念のも

と、私たちは仕事の世界でもエンパワ

メントへ、さらに一歩踏み出したと言え

ます。

（専門分野：社会政策、ワーク･ライフ･バランス問題）
クレオ大阪中央研究室長 服部 良子

仕事の世界における
暴力とハラスメント

企業に義務づけられた
パワハラ防止の対応

調査結果から見えてくる
ハラスメント発生の現実

ハラスメントの状況（令和2年度「職場におけるハラスメント実態調査」より）  ※速報値

ハラスメントを
受けたことがある

ハラスメントを見たり
聞いたりしたことがある

ハラスメントをしたこと、
したと指摘されたことがある
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※大阪市内在住・在勤の20～64歳の1,008人を対象としたインターネット調査 
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